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L 

-
デ
ュ
ギ
イ
の
行
政
法
論
と
福
祉
国
家
制

1

1

フ
ラ
ン
ス
現
代
憲
法
学
の
形
成

(a) L.デュギイの行政法論と福祉国家

目

次

は
し
が
き
!
神
谷
兄
を
お
し
み
て

デ
ュ
ギ
イ
の
人
と
業
績
(
以
下
次
号
)

憲
法
理
論
の
一
般
的
特
質

行
政
権
お
よ
び
行
政
法
論

行
政
法
学
に
対
す
る
貢
献

あ
と
が
き
1

現
代
福
祉
国
家
へ
の
示
唆
と
教
訓

六五四三二一

ヵt

lま

し

き

福
祉
国
家
の
憲
法
論
お
よ
び
行
政
法
論
は
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、

州

H
I
l
l

深

瀬

忠

ハ
1
)

い
よ
い
よ
本
格
的
な
論
争
と
再
検
討
の
軌
道
に
の
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
規
模
品
、
方
法
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
(
法
学
・
社
会
学
上
〉
実
証

的
な
全
問
題
分
野
に
及
び
、
鋭
く
か
っ
深
刻
な
対
立
を
は
ら
み
、
憲
法
な
い

し
行
政
法
の
体
系
化
の
板
本
を
左
右
す
る
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
基
本
問
題

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
。

私
に
と
っ
て
も
、
昨
年
か
ら
今
夏
に
か
け
て
「
議
会
制
民
主
主
義
」
に
つ

(
2
)
 

い
て
勉
強
し
た
結
果
、
現
代
議
会
制
民
主
主
義
の
最
大
の
逆
説
U
問
題
は
、

い
わ
ゆ
る
現
代
福
祉
国
家
の
行
政
権
の
不
可
避
的
な
優
越
と
拡
大
の
傾
向
を

い
か
に
分
析
・
理
解
し
、
い
か
に
し
て
政
治
的
・
法
的
に
有
効
な
監
視
と
統
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料

制
を
確
保
し
、
民
主
主
義
の
至
上
要
請
を
み
た
す
か
と
い
う
こ
と
で
る
つ

た
。
こ
の
問
題
を
私
は
提
出
し
て
、
今
後
徹
底
的
に
解
明
す
べ
き
重
要
課
題

資

と
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
神
谷
兄
は
、
既
に
「
内
閣
」
に
関
し
て
す
ぐ
れ
た
労
作
を
公
に

し
、
福
祉
国
家
と
し
て
の
国
家
機
能
の
安
遷
と
行
政
の
内
容
の
変
質
・
拡
大

を
積
極
的
に
是
認
し
た
う
え
、
「
強
力
で
能
率
的
な
内
閣
の
要
請
と
国
民
の

権
利
の
確
保
の
た
め
の
国
会
の
尊
重
の
要
求
」
と
い
う
「
互
い
に
矛
盾
」
す

る
「
二
つ
の
要
請
を
同
時
に
か
な
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
、
現

(

3

)

 

在
の
内
閣
制
度
の
根
本
的
な
問
題
が
宿
さ
れ
て
い
る
」
と
結
論
し
て
お
ら
れ

る。
」
の
立
論
の
背
景
に
は
、
同
兄
の
最
大
の
業
績
で
あ
る
「
フ
ラ
ン
ス
行
政

法
成
立
史
」
(
本
誌
、
一
二
巻
二

l
三
号
)

お
よ
び
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に

お
け
る
公
役
務
概
念
に
つ
い
て
」
λ
問
、
二
二
巻
一
ー
ー
一
ニ
・
四
号
)
の
学
殖
と

思
索
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
第
二
論
文
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
そ
れ
が
「
わ
が
国
で
前
例
を
み
な
い
本
格
的
な
フ
ラ
ン
ス
行
政
法

の
研
究
」
で
あ
り
、
従
来
「
漠
然
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
遂
に
そ
の

全
貌
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
公
役
務
概
念
を
、
そ
の
発

展
・
衰
微
の
過
程
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
の
現
代
的
位
置
づ
け
及

び
評
価
と
の
関
連
に
お
い
て
、
青
天
の
下
に
描
き
出
す
こ
と
に
見
事
に
成
功

(
4〉

し
た
」
と
賞
讃
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。

そ
し
て
、
「
福
祉
国
家
に
お

け
る
非
権
力
的
管
理
作
用
を
行
政
法
体
系
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、

ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
す
る
か
(
と
い
う
て
今
後
の
わ
が
国
の
行

ま
た
、

政
法
(
学
)
に
と
っ
て
重
要
課
題
の
一
つ
」
に
対
し
、

」
の
研
究
が
、
「
わ

が
国
の
行
政
法
学
の
未
来
を
用
車
聞
3
9
る
た
め
の
礎
石
定
置
作
業
の
意
義
を
有

す
る
も
の
」
と
し
て
、
「
尚
子
界
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
自
主
極

め
て
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
、
な
お
多
く
の
公
法
学
者
に
と
っ
て
記
憶
新

た
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

神
谷
兄
は
何
故
に
「
公
役
務
概
念
日
)
に
直
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
か
。
恐

ら
く
、
そ
こ
に
現
代
福
祉
国
家
行
政
法
の
基
礎
理
論
と
体
系
を
建
設
す
る
た

め
に
、
極
め
て
示
唆
的
な
概
念
内
容
が
あ
る
こ
と
を
鋭
敏
に
感
知
さ
れ
た
に

ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
犀
利
な
頭
悩
を
も
っ
て
分
析
の
メ
ス
を
く
わ
え
、
忍

耐
強
い
実
証
的
検
討
の
結
果
を
流
麗
な
筆
に
託
し
て
、
そ
の
積
極
的
意
義
と

消
極
的
限
界
と
を
劃
定
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
公
役
務
概
念
が
、

今
世
紀
の
福
祉
国
家
的
行
政
と
く
に
国
の
経
済
的
社
会
的
役
務
|
の
拡
大

を
洞
察
し
、
神
権
的
主
権
概
念
を
否
定
し
て
為
政
者
の
活
動
を
義
務
と
し
て

把
握
し
た
「
思
想
史
的
社
会
学
的
貢
献
」
を
は
っ
き
り
認
め
、
公
権
力
行
為

に
対
す
る
無
責
任
の
原
則
を
排
除
す
る
実
定
法
上
の
解
釈
を
導
い
た
こ
と
を

】
評
価
し
た
。
さ
ら
に
、
公
役
務
概
念
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
「
目
的
な
い
し

.-
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一
般
的
利
益
の
観
念
が
す
べ
て
の
公
法
的
規
制
の
基
準
で
あ
る
と
し
た
点

に
デ
ュ
ギ
イ
学
派
の
最
も
基
本
的
な
誤
謬
」
あ
り
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
な
お
、

限
定
さ
れ
た
意
売
か
の
存
在
理
由
を
承
認
し
た
。
そ
し
て
全
研
究
の
結
論
と

し
て
、
「
現
在
の
行
政
法
理
論
は
、
そ
の
権
力
性
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
も
、

そ
の
目
的
ま
た
は
利
益
、
お
よ
び
そ
の
主
体
と
い
う
一
一
一
本
の
柱
の
上
に
組
み

(

7

)

 

合
わ
さ
れ
て
、
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、
同
学
派
の
遺
産
を
一
つ
の
柱
と

し
て
と
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
の

行
政
法
宇
の
体
系
化
に
つ
い
て
意
欲
的
な
理
論
構
成
の
一
端
を
の
ぞ
か
せ
た
と

い
え
よ
う
。

(a) 

本
稿
は
、
こ
の
「
公
役
務
概
念
を
、
学
説
上
も
っ
と
も
活
滋
に
、
明
確
な

(
8
)
 

意
図
を
も
っ
て
主
張
し
た
第
一
の
著
者
」
と
神
谷
兄
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
た

「
有
名
な
デ
ュ
ギ
イ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
行
政
法
論
の
特
徴
を
、
彼
の
独
創

L ・デュギイの行政法論と福祉国家

的
憲
法
論
と
の
関
連
に
お
い
て
、
と
く
に
現
代
的
福
祉
国
家
と
行
政
の
理
論

と
実
態
の
考
究
の
た
め
示
唆
す
る
と
こ
ろ
を
探
る
と
い
う
今
日
的
問
題
意

(
9
)
 

識
の
新
た
な
光
り
の
も
と
に
、
再
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
私
は
、
て
ギ
イ
が
、
そ
の
「
仮
借
せ
ざ
る
実
証
主
品
切
に
よ
っ
て

公
法
制
度
・
実
態
が
福
祉
国
家
の
方
向
に
根
本
的
に
歪
遷
し
た
こ
と
を
的
確

に
観
察
じ
つ
つ
、
し
か
も
、
「
法
に
よ
る
為
政
者
の
制
限
と
い
う
問
題
に
、

一
切
の
法
学
的
活
動
を
集
中
し
た
」
)
学
究
的
生
涯
に
特
別
の
興
味
を
も
っ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
理
論
的
・
実
践
的
成
功
と
同
時
に
、
自
己
憧
着
と
失

敗
の
悲
劇
は
、
彼
の
時
代
を
こ
え
て
今
日
の
公
法
門
主
告
に
貴
重
な
教
訓
を
遺

し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
。

(
凶
)

A
-
エ
ス
マ
ン
に
つ
ず
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
現
代
憲
法
学
の
形
成
」

ωと

し
て
デ
ュ
ギ
イ
を
扱
う
に
あ
た
り
、
神
谷
兄
の
追
悼
論
文
に
相
応
し
い
よ
う

な
採
り
上
げ
方
を
し
た
が
、
そ
れ
は
今
日
の
学
界
の
緊
要
の
模
索
課
題
の
小

さ
な
一
端
を
、
私
な
り
に
掘
り
お
こ
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
神

谷
兄
な
き
あ
と
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
本
格
的
研
究
は
北
大
に
お
い
て
と
だ
え

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
彼
が
進
め
完
成
し
た
で
あ
ろ
う
仕
事
の
五

O
分

の
一
を
、
私
の
非
才
を
も
っ
て
し
て
う
ず
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
あ
ら
た

め
て
す
ぐ
れ
た
同
僚
に
去
ら
れ
た
損
失
の
大
き
さ
を
、
深
く
嘆
く
の
み
で
あ

る
(
本
稿
は
全
部
仕
上
げ
て
次
号
に
掲
載
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
追
悼
号

締
切
期
限
に
間
に
合
っ
た
だ
け
で
も
い
れ
て
い
た
だ
く
お
許
し
を
え
た
〉
0

(

1

)

渡
辺
洋
コ
コ
現
代
福
祉
国
家
の
法
学
的
検
討
、
法
律
時
報
、
四
一

四
・
四
一
五
・
四
一
六
・
四
一
七
・
四
一
八
・
四
二

O
号
。
山
田
幸

男
、
行
政
法
の
市
民
法
に
対
す
る
異
質
性
と
補
完
性
、
法
律
時
報
、
四

二
二
号
。
有
倉
遼
士
口
二
九
六
四
年
度
憲
法
・
行
政
法
の
判
例
・
学
説
、

法
学
セ
ミ
ナ
ー
、
一

O
八
号
。
成
田
頼
明
、
法
律
学
の
成
果
と
課
題

行
政
法
、
法
律
時
報
、
四
二
八
号
。
奥
一
平
康
弘
、
現
代
法
理
論
の
展

北法16(2・3-139)308 



料

望
|
行
政
法
、
岡
田
二
八
号
。
以
上
に
つ
き
、
要
領
よ
い
紹
介
と
し

て
、
園
部
逸
夫
、
学
界
展
望
|
行
政
法
、
公
法
研
究
、
二
七
号
、
二
九

一一
l
l
二
九
五
頁
。
な
お
、
一
九
六
五
年
一

O
月
の
公
法
学
会
の
テ
l

マ

が
、
社
会
な
い
し
福
祉
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
。
な
お
、

山
田
幸
男
、
福
祉
国
家
、
行
政
法
講
座
一
巻
。
成
田
頼
関
、
給
付
行
政

の
展
開
と
行
政
法
の
課
題
ハ
円
・
白
、
時
の
法
令
三
七
八
・
一
二
七
九
号
。

関
嘉
彦
、
福
祉
国
家
論
の
思
想
的
系
譜
、
大
熊
信
行
等
、
現
代
福
祉
国

家
論
所
収
。
戒
能
通
孝
、
福
祉
国
家
論
の
非
福
祉
的
機
能
、
法
律
時
報

四
一
四
号
。
野
上
平
繭
、
福
祉
国
家
論
の
問
題
性
、
同
号
。
清
水

陸
、
福
祉
国
家
論
の
欺
備
性
と
危
険
性
、
問
号
。
清
水
陸
、
福
祉
国
家

と
「
法
の
支
配
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
中
央
大
学
八

O
周
年
記
念
論
文
集

所
収
。
福
島
新
吾
、
福
祉
国
家
と
兵
営
国
家
|
イ
ギ
リ
ス
の
ば
あ
い
|

岩
波
講
座
現
代

8
、
現
代
の
国
家
所
収
。
影
山
日
出
弥
、
現
代
型
福
祉

国
家
の
機
能
と
そ
の
特
質
、
労
働
経
済
旬
報
五
八
六
号
、
等
参
照
。

(

2

)

深
瀬
忠
一
、
議
会
制
民
主
主
義
の
展
開
、
岩
波
現
代
法
講
座

3
、

現
代
の
立
法
、
三
五
|
八
四
頁
。
同
稿
は
、
私
の
能
力
と
時
間
不
足
の

た
め
概
観
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
今
後
逐
一
補
正
を
期
し
た
い
。
な
お
、

小
林
直
樹
、
国
家
法
体
系
の
変
動
と
問
題
、
現
代
法
1
、
五
七
頁
参
照
。

(

3

)

神
谷
昭
、
内
閣
、
日
本
国
憲
法
体
系
、
第
五
巻
、
七
一

l
七
二
頁
。

前
記
註
(1)
の
山
田
・
成
田
教
授
の
立
場
と
基
本
的
に
同
じ
だ
と
い
え
よ

う
。
こ
の
把
握
は
私
の
そ
れ
と
近
い
が
、
私
は
福
祉
国
家
行
政
の
強
化

を
要
請
と
い
う
よ
り
も
、
不
可
避
的
な
動
向
と
し
て
と
ら
え
、
民
主
的

統
制
の
要
請
を
重
視
す
る
点
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
い
し
若
干
態
度
の
ち

資

が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
国
目
、
今
村
成
和
、
内
関
、
ジ
ュ
リ

ス
ト
、
一
一
四
一
号
、
七
七
頁
参
照
。

(

4

)

成
田
頼
明
、
学
界
展
望
、
行
政
法
、
公
法
研
究
、
二
五
号
、
一
九

六
三
年
、
二
二
七
頁
。

(
5
〉
一
九
六
五
年
一

O
月
一
七
日
の
公
法
学
会
、
第
二
部
会
に
お
け
る

「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
福
祉
国
家
的
発
展
と
公
役
務
概
念
」
と

題
す
る
土
屋
和
恵
氏
の
報
告
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政

法
の
社
会
化
と
い
う
現
象
が
、
公
役
務
概
念
が
す
ぐ
れ
て
い
た
た
め
、

そ
れ
に
吸
収
さ
れ
、
非
権
力
性
と
民
主
性
を
と
も
に
包
摂
し
え
た
と
し

て
、
同
概
念
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
概
念
の
先
駆
的
研
究
と
し
て
、

宮
沢
俊
義
、
∞
O
H
i
n
o
匂

g
r
z
n
の
概
念
に
つ
い
て
、
法
学
協
会
雑
誌
、

五
六
巻
五
号
、
八
七
七
|
九
二
頁
参
照
。

(

6

)

行
政
法
の
分
野
の
「
最
大
限
の
範
囲
を
限
定
」
す
る
「
必
要
条
件
」

と
し
て
の
意
義
、
お
よ
び
「
権
力
さ
ん
奪
の
法
理
」
を
「
副
産
物
」
と

し
て
生
ん
だ
意
義
を
承
認
す
る
。
北
法
、
一
三
巻
三
・
四
号
一
一
一
一

三
頁
。
な
お
、
行
政
裁
判
権
の
適
用
の
基
準
と
し
て
の
公
役
務
概
念
の

役
割
は
、
「
減
少
も
し
く
は
喪
失
し
た
:
:
:
と
推
察
」
し
、
行
政
法
の
体

系
化
に
つ
い
て
も
「
未
解
決
」
と
し
て
、
消
極
的
評
価
に
と
ど
め
る
。

問
、
七
・
一

O
頁。

(
7
〉
北
法
、
一
三
巻
三
・
四
号
、
二

O
頁
。
な
お
巻
末
の
フ
ラ
ン
ス
語

レ
ジ
品
メ
は
利
用
価
値
あ
り
。

(
8
〉
神
谷
、
前
掲
論
文
、
北
法
、

ー
七
八
頁
。

一
三
巻
一
号
、
五
九
|
六
七
、
七
七
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(a) 

(
9
〉
デ
ュ
ギ
イ
の
集
団
意
識
論
や
法
思
想
の
発
展
・
国
家
論
に
つ
い
て

は
す
で
に
、
吉
富
正
臣
、
デ
ユ
ギ
イ
の
実
証
法
学
(
一
)
l
人
三
)
国
家
学

会
雑
誌
、
四
一
巻
九
・
一

O
号
、
四
二
巻
二
号
ゃ
、
中
井
淳
、
デ
ユ

ギ
l
研
究
、
一
九
五
六
年
、
の
精
密
な
研
究
や
、
三
代
川
潤
四
郎
、
デ

ユ
ギ
l
に
於
け
る
連
帯
の
概
念
、
法
学
、
一
八
巻
一
・
二
号
な
ど
が
あ

り
、
屋
上
屋
を
重
ね
る
必
要
は
な
い
。
最
近
の
兼
子
仁
、
行
政
行
為

の
公
定
力
の
理
論
、
一
九
六
一
年
、
第
三
章
第
三
節
「
デ
ュ
ギ

l

(
ジ

ェ
l
ズ
・
ボ
ナ
1
ル
)
学
派
に
よ
る
公
権
力
否
認
論
」
が
掘
下
げ
た
検

討
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
の
視
角
お
よ
び
焦
点
は
主
題
お
よ
小

び
「
手
続
法
的
側
面
」
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

稿
の
視
座
は
本
文
の
と
お
り
。
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押
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同
W

HY-伊田
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・
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・
]
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2
・
凹
・
い
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N0・
。

-
-
Fよ口町一戸
HmHHnoL。

戸
A
m
C
ロ
ロ
ロ
関
口
早
閉
口
同
庁
門
】
円
。
昨
日
目

5
5
2丹
E
Z同
』
守
山
口
の
巳
的
、
〉
・
司
・
。
・

ω・』
-wHUωHU]戸
1Nw
匂・同
ω日
lH印]{・

(
叩
)
宮
沢
俊
義
、
公
法
学
に
お
け
る
諸
傾
向
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
科

学
所
収
、
一
九
三
一

O
年
、
二

O
八
頁
。

(
日
)
当
主
5
0・
Y向
-
w
F
g
正
常
田

E
5
3
2
含
庶
民
m
E
L田
宮

r
z
l

口
E
g
h
H自
の

ω
Z
H
H
Lゆ
D
ロ
ワ
ロ
宮
町
内
同
冨

E
H
F
8
国
E
同一

c
c
Lロ
ヒ
〉
守

口
恥
叩
旬
。

-FHF』
己
ゆ
明
，

g
ロA
U

巳
凹

0
2
開
可
ω口問
P
H
P
H也
N也、同》・

ω∞斗・

(
ロ
)
深
瀬
忠
一
、

A
・
エ
ス
マ
ン
の
憲
法
学
、
北
法
、
一
五
巻
二
号
、

九
五

l
一
二

O
頁。
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